
2020年度　別表第十二採用JIS / J規格等　審議計画
2020/6/4　R4

R4ID 7月 11月 2021/3 7月 11月 2021/3

第108回 第109回 第110回 第108回 第109回 第110回
1 3 4 5 6 7 15 16 17 18 19 20 21

1 溶接協会 JIS C 9300-1 IEC 60974-1 アーク溶接装置－アーク溶接電源 改正 ○

2 溶接協会 JIS C 9300-3 IEC 60974-3 アーク起動及びアーク安定化装置 改正 ○

3 溶接協会 JIS C 9300-5 IEC 60974-5 ワイヤ送給装置 改正 ○

4 溶接協会 JIS C 9300-6 IEC 60974-6 限定使用率アーク溶接装置 改正 ○

5 縫製工　 JIS C 9335-2-28 IEC 60335-2-28
家庭用及びこれに類する電気機器の安全性
－第2-28部：ミシンの個別要求事項

改正 ○

6 日冷工 JIS C 9335-2-89 IEC 60335-2-89 業務用冷凍冷蔵機器 改正 ○

7 日配工 JIS C 8282-2-5 IEC 60884-2-5
家庭用及びこれに類する用途のプラグ及び
コンセント－第2-5部：アダプタの個別要求事
項

改正 ○

8 日配工 JIS C 4526-2-1 IEC 61058-2-1
機器用スイッチ－第2-1部：コードスイッチの
個別要求事項

改正 ○ 次年度

9 日配工 JIS C 8300 追補1 － 配線器具の安全性 改正 ○ ○

10 電池工業会 JIS C 8712-2 IEC 62133-2
アルカリ二次電池及びポータブル密閉形二
次電池の安全要求事項－第2部：リチウム
バッテリ

制定 ○

11 電線工業会 JIS C 3663-4 IEC 60245-4
定格電圧450/750 V以下のゴム絶縁ケーブ
ル－第4部：コード及び可とうケーブル

改正 〇

12 電線工業会 JIS C 3667 IEC 60502-1
定格電圧1 ｋV～30 kVの押出絶縁電力ケー
ブル及びその附属品－定格電圧0.6/1 kVの
ケーブル

改正 〇

13 設備学会 JIS C 8462-1 IEC 60670-1
家庭用及びこれに類する用途の固定電気設
備の電気アクセサリ用のボックス及びエンク
ロージャ－第1部：一般要求事項

改正 ○

14 設備学会 JIS C 8462-31 IEC 60670-31

家庭用及びこれに類する用途の固定電気設
備の電気アクセサリ用のボックス及びエンク
ロージャ－第31部：電気安全の個別要求事
項

廃止 ○ 廃止の報告

15 設備学会 JIS C 8471-1 IEC 61084-1
電気設備用ケーブルトランキング及びダク
ティングシステム―第1部：一般要求事項

改正 ○

16 設備学会 JIS C 8471-2-1 IEC 61084-2-1

電気設備用ケーブルトランキング及びダク
ティングシステム－第2-1部：壁及び天井に
取り付けることを目的とするケーブルトランキ
ング及びダクティングシステムの個別要求事
項

改正 ○

17 NECA JIS C 4526-1 IEC 61058-1 機器用スイッチ－第1部：通則 改正 ○

18 NECA JIS C 4526-1-1 IEC 61058-1-1 機器用スイッチ－第1-1部：機械スイッチ 制定 ○

19 JSA JIS C 8283-1 IEC 60320-1
家庭用及びこれに類する用途の機器用カプ
ラ－第1部：一般要求事項

改正 〇

20 JSA JIS C 8283-2-1 IEC 60320-2-1
家庭用及びこれに類する用途の機器用カプ
ラ－第2-1部：ミシン用カプラ

改正 〇

21 JSA JIS C 8283-2-3 IEC 60320-2-3
家庭用及びこれに類する用途の機器用カプ
ラ－第2-3部：IPX1以上の保護等級をもつ機
器用カプラ

改正 〇

22 JSA JIS C 9335-2-53 IEC 60335-2-53 サウナ用電熱装置及び赤外線キャビン 改正 〇

23 JSA JIS C 9335-2-54 IEC 60335-2-54 液体又は蒸気利用表面掃除機器 改正 〇

24 JSA JIS C 9335-2-67 IEC 60335-2-67 工業用及び業務用床処理並びに床磨き機 改正 〇

25 JSA JIS C 9335-2-76 IEC 60335-2-76 電気さく用電源装置 改正 〇

26 JLMA JIS C 8280 IEC 60238 ねじ込みランプソケット 改正 ○

27 JLMA JIS C 8147-1 IEC 61347-1
ランプ制御装置―第1部：通則及び安全性要
求事項

改正 ○

28 JLMA JIS C 8105-1 IEC 60598-1 照明器具 安全要求事項通則 改正 ○

2020年度

小委員会承認後の審議時期

2020年度

JIS発行後の審議時期
備考担当団体 規格番号（仮） IEC番号 タイトル

制定／改
正等

第 108回 電気用品調査委員会 

2020年 7月 10日 

資料 No.7 

 

1



2020/6/4　R4

R4ID 7月 11月 2021/3 7月 11月 2021/3

第108回 第109回 第110回 第108回 第109回 第110回

2020年度

小委員会承認後の審議時期

2020年度

JIS発行後の審議時期
備考担当団体 規格番号（仮） IEC番号 タイトル

制定／改
正等

29 JEMA(技術) JIS C 4220 小形交流電動機の安全 制定 ○
JIS発行が2020年2月20日の
予定　第108回へ移動

30 JEMA(技術) JIS C 8211 IEC 60898-1 住宅及び類似設備用配線用遮断器 改正 追補が出るまで審議凍結

31 JEMA(技術) JIS C 8201-2-1 IEC 60947-2
低圧開閉装置及び制御装置－第2-1部：回
路遮断器（配線用遮断器及びその他の遮断
器）

改正 ○

32 JEMA(技術) JIS C 8201-2-2 IEC 60947-2
低圧開閉装置及び制御装置－第2-2部：漏
電遮断器

改正 ○

33 JEMA(技術) JIS C 8221 IEC 61008-1
住宅及び類似設備用漏電遮断器－過電流
保護装置なし（RCCBs）

改正 追補が出るまで審議凍結

34 JEMA(技術) JIS C 8222 IEC 61009-1
住宅及び類似設備用漏電遮断器－過電流
保護装置付き（RCBOs）

改正 追補が出るまで審議凍結

35 JEMA(家電) JIS C 9335-2-2 IEC 60335-2-2 真空掃除機及び吸水式掃除機 改正 ○

36 JEMA(家電) JIS C 9335-2-5 IEC 60335-2-5 電気食器洗機 改正 ○

37 JEMA(家電) JIS C 9335-2-13 IEC 60335-2-13
深めのフライなべ、フライパン及びこれに類
する機器

改正 ○

38 JEMA(家電) JIS C 9335-2-14 IEC 60335-2-14 ちゅう房機器 改正 ○

39 JEMA(家電) JIS C 9335-2-15 IEC 60335-2-15 液体加熱機器 改正 ○

40 JEMA(家電) JIS C 9335-2-17 IEC 60335-2-17
毛布、パッド及びこれに類する可とう電熱機
器

改正 ○

41 JEMA(家電) JIS C 9335-2-40 IEC 60335-2-40
家庭用及びこれに類する電気機器の安全性
－第２－４０部：エアコンディショナ及び除湿
器の個別要求事項

改正 ○

42 JEMA(家電) JIS C 9335-2-65 IEC 60335-2-65 空気清浄機 改正 ○

43 JEMA(家電) JIS C 9335-2-81 IEC 60335-2-81 足温器及び電熱マット 改正 ○

44 JEMA(家電) JIS C 9335-2-85 IEC 60335-2-85 ファブリックスチーマ 改正 ○

45 JEMA(家電) JIS C 9335-2-98 IEC 60335-2-98 加湿器 改正 ○

46 JEMA(家電) JIS C 9335-2-202 電気こたつ 改正 ○

47 JEMA(家電) JIS C 9335-2-203 ハードあんか 改正 ○

48 JEMA(家電) JIS C 9335-2-206
家庭用及びこれに類する電気機器の安全性
－第2-206部：電気乾燥機器の個別要求事
項

改正 ○

49 JEMA(家電) JIS C XXXXX-X IEC 62841-1
電動式手持ち形，可搬形工具並びに芝生及
び庭園用機械－安全性－第1部：一般要求
事項

制定 ○

50 JEMA(家電) JIS C XXXXX-X IEC 62841-2-2

手持形電動工具，可搬形電動工具及び芝生
用並びに庭園用電動機械の安全性-第2-2
部：手持ち形スクリュードライバ及びインパク
トレンチ

制定 ○

51 JEMA(家電) JIS C XXXXX-X IEC 62841-2-4

手持形電動工具，可搬形電動工具及び芝生
用並びに庭園用電動機械の安全性-第2-4
部：ディスク形以外の手持ち形サンダ及びポ
リッシャ

制定 ○

52 JEMA(家電) JIS C XXXXX-X IEC 62841-2-5
手持形電動工具，可搬形電動工具及び芝生
用並びに庭園用電動機械の安全性-第2-5
部：手持形丸のこの個別要求事項

制定 ○

53 JEMA(家電) JIS C XXXX-X IEC62841-2-9
電動式手持ち形，可搬形工具並びに芝生及
び庭園用機械－安全性－第2-9部：タッパの
個別要求事項

制定 ○

54 JEMA(家電) JIS C XXXX-X IEC62841-2-11
電動式手持ち形，可搬形工具並びに芝生及
び庭園用機械－安全性－第2-11部：ジグ
ソー、レシプロソーの個別要求事項

制定 ○

55 JEMA(家電) JIS C XXXXX-X IEC 62841-2-14
手持形電動工具，可搬形電動工具及び芝生
用並びに庭園用電動機械の安全性-第2-14
部：手持形かんなの個別要求事項

制定 ○

56 JBMIA JIS C 62368-1 IEC 62368-1
オーディオ・ビデオ，情報及び通信技術機器
－第１部：安全性要求事項

改正 〇

57 JBMIA JIS C 62368-3 IEC 62368-3
オーディオ・ビデオ，情報及び通信技術機器
－第３部：通信ケーブル及び通信ポートを介
する直流電力伝送の安全性要求事項

制定 〇

58 HAPI JIS C 9335-2-27 IEC 60335-2-27
家庭用及びこれに類する電気機器の安全性
－第2-27部：光線による皮膚照射用装置の
個別要求事項

改正 ○
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